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    コンタクトレンズコンタクトレンズコンタクトレンズコンタクトレンズ使使使使ってますかってますかってますかってますか？？？？    

  コンタクトレンズ レンズ自身が最近は各メーカーの価格競争によって値下がりしてきましたよね。我が家にもよく DMが届きます。「５０％OFF」って本当の本当はいくらやねん。一人突っ込みを入れながらも購入意欲を刺激されちゃうわけですが。そして DM の下部分にはよく「購入時に医師の処方箋が必要です。」とあります。  最近のコンタクトレンズ販売店では「眼科医の診察＋購入」のシステムをとるところが多いですよね。毎日使うものだし、安いほうがうれしいからとレンズの金額ばかり気になるけれど。。。。ほかに気にするところがあるかもしれません。 
    実は  平成１８年４月から「健康保険法」で診療報酬が改定されました。 診療報酬診療報酬診療報酬診療報酬⇒⇒⇒⇒医療機関医療機関医療機関医療機関がががが患者患者患者患者にににに対対対対しししし診察診察診察診察やややや投薬投薬投薬投薬などをなどをなどをなどを行行行行ったときにったときにったときにったときに、、、、請求請求請求請求できるできるできるできる金額金額金額金額のことのことのことのこと    「保険がきく」診療に関しては、窓口で３割負担し（政府管掌健康保険加入の人 ３歳未満、７０歳以上は除く）後の７割は健康保険のほうから医療機関に金額が支払われるわけです。しかし今回の改定で「コンタクトレンズ購入時等の疾病疑われない定期検査」は、健康保険がきかなくなりました。全額自己負担全額自己負担全額自己負担全額自己負担になりますになりますになりますになります。かかる医院によっても支払う金額の差がでてきます。  毎日使うものだから。。これからこの負担がじわりじわりじわりじわりと効いてくるかもしれません。 
  健康保険は、平成１８年４月から大幅な改正が行われています。最近は国民年金の不正免除問題や年金納付記録管理不備など「年金業務」での問題が山積みな「社会保険庁」。マスコミをはじめ、我々もそちらにばかり目がいってしまいますが、社会保険庁の管轄するもうひとつの大きな柱「健康保険」が大規模な組織改正にむけて動きだしています。家族のお財布からの出費が増える可能性があります。生活に直接かかわる制度だけに、注目する必要がありそうです。 
  これから「そうだったんだ。」と頷ける 公的保険 公的年金の情報をお知らせしていきます。読んでいただいた方の少しでもお役に立ちたいと願いながら、１回目終了です。 
 


